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○ 増加トレンドに変化なし 

11月の機械受注(船舶電力除く民需)は前月比＋2.3％と市場コンセンサス（前月比＋5.2％、レンジ▲

3.0％～＋9.7％）を下回った。もっとも、10月に前月比＋4.8％増加した後にもかかわらず２ヶ月連続での

増加であり、弱い数字ではない。内訳をみても、製造業（前月比＋11.7％）、非製造業（同＋7.7％）と共

に増加しており、内容的にも良好だ。機械受注の増加トレンドに変化はない。 

10-12月期の内閣府見通しである前期比＋6.2％を達成するためには12月に前月比＋13.1％の高い伸びが必

要になる。これはさすがに達成は難しいだろう。もっとも、機械受注と関連が深い工作機械受注（内需）に

おいては、12月は前年比＋9.1％（11月同▲1.0％）、季調済み前月比＋8.1％（季節調整は当社）とかなり

強めの数字となっている。また、日銀短観などでは2005年度下期設備投資計画がかなり強めであることなど

も踏まえると、12月の機械受注は前月比で比較的高い伸びになる可能性がある。さすがに内閣府見通しの＋

6.2％については実現は難しいだろうが、10-12月期が前期比ではっきりとしたプラスになる可能性はかなり

高い（仮に12月が前月比横ばいでも前期比＋1.7％）。仮にそうなれば、機械受注は５四半期連続で増加と

(単位：％）

民需　－　船舶・電力を除く 代理店 官公需 外需
製造業 非製造業

前期比 前年比 前期比 前年比 前期比 前年比 前期比 前年比 前期比 前年比 前期比 前年比
04 1-3月 ▲ 6.2 1.8 ▲ 1.4 12.5 ▲ 9.0 ▲ 4.8 ▲ 0.2 6.5 19.9 12.0 ▲ 8.5 7.1

4-6月 7.5 11.9 14.4 24.7 4.4 3.1 ▲ 1.4 6.5 ▲ 16.5 ▲ 11.7 9.0 ▲ 4.5
7-9月 ▲ 5.4 3.8 ▲ 10.3 9.3 ▲ 3.3 0.0 ▲ 5.4 ▲ 2.7 4.8 ▲ 1.0 2.2 11.1

10-12月 5.7 1.1 5.3 6.9 6.5 ▲ 2.5 ▲ 4.2 ▲ 10.8 ▲ 7.0 ▲ 2.8 17.6 22.1
05 1-3月 0.8 9.4 0.8 10.5 0.3 8.6 ▲ 9.2 ▲ 18.2 ▲ 2.0 ▲ 15.8 ▲ 20.7 2.8

4-6月 0.8 2.0 7.5 2.8 ▲ 1.9 1.7 22.5 ▲ 0.1 ▲ 0.2 ▲ 5.9 13.9 9.0
7-9月 2.1 8.7 0.4 14.6 1.0 4.4 ▲ 10.1 ▲ 4.9 ▲ 7.4 ▲ 17.2 9.9 22.7

10-12月(見） (6.2) (10.2) (1.3) (10.4) (10.0) (9.2) （▲ 2.1) （▲ 2.1) （▲ 7.2) （▲ 16.3) （▲ 9.1) （▲ 8.9)
04 1月 ▲ 7.0 ▲ 3.0 0.6 7.5 ▲ 12.7 ▲ 10.4 0.1 3.7 1.3 ▲ 16.8 ▲ 9.6 6.1

2月 2.1 9.3 ▲ 0.7 16.4 4.9 4.5 ▲ 2.4 5.1 18.2 39.0 ▲ 3.8 6.5
3月 ▲ 3.6 0.2 ▲ 3.6 13.0 ▲ 3.6 ▲ 7.1 0.0 9.6 ▲ 6.2 15.2 ▲ 1.5 8.0
4月 9.7 16.9 27.9 45.8 1.8 ▲ 0.8 2.7 9.1 ▲ 15.3 ▲ 7.2 16.1 27.5
5月 ▲ 1.7 8.8 ▲ 11.5 18.4 2.1 1.5 ▲ 6.1 7.9 ▲ 10.2 ▲ 27.2 ▲ 9.1 2.9
6月 2.7 10.4 ▲ 1.6 14.7 6.3 7.6 2.7 3.5 14.6 ▲ 2.6 7.1 ▲ 25.7
7月 ▲ 8.4 0.3 ▲ 8.5 8.1 ▲ 9.0 ▲ 5.2 ▲ 3.0 ▲ 0.9 0.8 ▲ 6.7 15.3 35.1
8月 4.5 5.4 8.7 17.6 1.8 ▲ 2.4 ▲ 0.6 ▲ 0.3 ▲ 1.1 7.2 ▲ 3.6 29.2
9月 ▲ 2.4 5.0 ▲ 6.5 4.9 0.9 5.0 ▲ 5.1 ▲ 6.2 ▲ 2.0 ▲ 2.2 ▲ 31.3 ▲ 16.5

10月 1.0 ▲ 9.9 ▲ 2.2 ▲ 4.8 ▲ 2.4 ▲ 13.4 ▲ 2.1 ▲ 14.5 ▲ 5.6 ▲ 6.8 29.5 7.7
11月 11.2 15.1 10.4 8.9 24.5 20.1 ▲ 1.6 ▲ 9.8 ▲ 4.5 8.0 22.8 18.7
12月 ▲ 7.1 ▲ 0.9 7.2 15.9 ▲ 20.3 ▲ 11.3 8.1 ▲ 8.0 10.0 ▲ 6.1 11.8 34.0

05 1月 ▲ 1.5 4.8 ▲ 12.6 0.6 6.8 8.2 ▲ 17.4 ▲ 23.8 ▲ 21.7 ▲ 27.8 ▲ 25.1 10.9
2月 4.8 7.2 9.0 10.2 2.6 5.4 9.4 ▲ 14.5 26.5 ▲ 20.9 ▲ 12.4 ▲ 2.7
3月 1.9 13.2 2.1 16.1 1.3 10.7 ▲ 2.6 ▲ 17.1 4.0 ▲ 11.3 2.9 1.1
4月 ▲ 1.0 2.5 14.4 4.4 ▲ 6.9 1.3 34.4 7.9 ▲ 0.4 2.0 31.3 18.1
5月 ▲ 6.7 ▲ 2.7 ▲ 20.6 ▲ 6.1 1.5 0.8 ▲ 12.8 ▲ 0.2 ▲ 12.9 ▲ 1.3 ▲ 21.2 2.3
6月 11.1 5.4 14.9 9.3 8.0 2.7 ▲ 3.8 ▲ 6.6 ▲ 1.6 ▲ 16.0 12.3 6.8
7月 ▲ 4.3 10.0 ▲ 4.5 14.1 ▲ 5.1 6.9 ▲ 1.5 ▲ 4.9 ▲ 2.5 ▲ 17.7 20.9 11.3
8月 8.2 13.4 9.5 14.3 7.6 12.6 7.8 3.1 8.0 ▲ 10.1 ▲ 27.5 ▲ 16.3
9月 ▲ 10.0 4.8 ▲ 6.4 15.0 ▲ 12.1 ▲ 1.9 ▲ 18.3 ▲ 11.4 ▲ 12.8 ▲ 20.3 41.0 72.6

10月 4.8 8.5 ▲ 5.4 11.1 6.0 6.4 35.0 22.4 16.7 ▲ 0.5 ▲ 25.9 ▲ 1.4
11月 2.3 0.2 11.7 12.3 7.7 ▲ 7.7 ▲ 17.8 1.8 0.6 4.4 32.1 5.9

(出所）　内閣府「機械受注統計」
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なることから、機械受注の増加傾向が改めて認識されるとみられる。 

①機械受注が設備投資に１～２四半期程度先行するという関係があること、②日本政策投資銀行の2006年

度の設備投資アンケートでは、この時期にしてはかなり強めの計画になっていること、③計画はしていたも

のの2005年度下期に一部実施できなかった設備投資が、2006年に先送りされる可能性があること、などから

判断すれば、少なくとも2006年前半までは設備投資は堅調に推移する可能性が高い。今後もしばらくは、設

備投資が景気の牽引役として働くことになるだろう。 
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